
 
藤沢市教育委員会臨時会（１１月）会議録 

 
                 日 時  2004 年 11 月 12 日（金）午後５時 40 分  
                 場 所  東館２階教育委員会会議室    
 
 
１ 開 会 
２ 会議録署名委員の決定 
３ 議 事 
 (1)議案第２１号 市議会定例会提出議案（藤沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する条例の一部改正）に同意することについて 
 (2)議案第２２号 市議会定例会提出議案（藤沢市八ヶ岳野外体験教室条例の一部改正）

に同意することについて 
 (3)議案第２３号 市議会定例会提出議案（藤沢市青少年会館条例の一部改正）に同意す

ることについて 
 (4)議案第２４号 市議会定例会提出議案（藤沢市少年の森条例の一部改正）に同意する

ことについて 
 (5)議案第２５号 市議会定例会提出議案（藤沢市地域子供の家条例の一部改正）に同意

することについて 
 (6)議案第２６号 市議会定例会提出議案（藤沢市児童館条例の一部改正）に同意するこ

とについて 
 (7)議案第２７号 市議会定例会提出議案（藤沢市公民館条例の一部改正）に同意するこ

とについて 
 (8)議案第２８号 市議会定例会提出議案（藤沢市学習文化センター条例の一部改正）に

同意することについて 
 (9)議案第２９号 市議会定例会提出議案（藤沢市図書館に関する条例の一部改正）に同

意することについて 
(10)議案第３０号  市議会定例会提出議案（藤沢市立学校屋外運動場夜間照明設備使用

料条例の一部改正）に同意することについて 
(11)議案第３１号 市議会定例会提出議案（平成１６年度藤沢市一般会計補正予算（第３

号））に 同意することについて 

４ 閉 会 
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出席委員 
    １番  中 村   喬 
    ２番  數 野 隆 人 
    ３番  開 沼 佳 子 
    ４番  平 岡 法 子 
    ５番  川 島 一 明 
 
出席事務局職員 
 教育総務部長 小 野 晴 弘 生涯学習部長 西 山 三 男 
 生涯学習部担当部長  関 根 克 尚 教育総務部参事 浅 木 良 一 
 教育総務部参事 尾 嶋 良 二 生涯学習部参事 齋 藤   潔 
 生涯学習部参事 植 木 正 敏 生涯学習部参事 渡 辺 恭 博 
生涯学習部参事 武     清 生涯学習部参事 田 中 正 男 
生涯学習部参事 酒 井 一 二 学務課長 飯 島 広 美 

 学校教育課長 新 井 泰 春 保健給食課長 廣 野 賢 二 
書    記 大 橋 久 高 書    記 井 出 秀 治 
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午後５時４0 分 開会 
數野委員長  ただいまから藤沢市教育委員会１１月臨時会を開会いたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
數野委員長  はじめに，本日の会議録に署名する委員は，４番・平岡委員，５番・川島委

員にお願いしたいと思いますが，ご異議ありませんか。 
(｢異議なし｣の声あり) 

數野委員長  それでは，本日の会議録に署名する委員は４番・平岡委員，５番・川島委

員にお願いいたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

數野委員長  これより，議事に入ります。  
議案第２１号「市議会定例会提出議案（藤沢市公の施設の指定管理者の指定の

手続等に関する条例の一部改正）に同意することについて」を上程いたします。 
 
  事務局の説明を求めます。 

 
浅木教育総務部参事  それでは，議案第２１号市議会定例会提出議案（藤沢市公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正）に同意することについて，

ご説明させていただきます。 
        このことつきましては，平成１５年６月に地方自治法（第２４４条の２）が

一部改正され，住民の福祉を増進する目的を持って，その利用に供するための

施設である「公の施設」の管理について，従来の管理委託制度から，法人その

他の団体であって，当該地方公共団体が指定するもの，すなわち「指定管理者」

に施設の管理を行わせることができる制度へ移行することとなりました。 
        本市においては，指定管理者制度導入に適用できるよう昨年１２月に条例及

び同条例施行規則が制定されました。教育委員会が管理する公の施設について

も，八ヶ岳野外体験教室や青少年会館等５施設が来年４月より指定管理者制度

を導入することとなりましたので，指定の手続等必要な規定を教育委員会にも

適用できるようにするため，今回，同条例の一部を改正するものです。 
        それでは，議案を朗読させていただきます。 

議案第２１号市議会定例会提出議案（公の施設の指定管理者の指定の手続等に

関する条例の一部改正）に同意することについて 
        次のとおり公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に

ついて市長から意見を求められたので，本教育委員会は，原案に同意する。 
２００４年（平成１６年）１１月１２日提出 
藤沢市教育委員会 教育長 中 村  喬 
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提出する議案 別紙のとおりでございます。 
提案理由 

        この議案を提出したのは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９

条の規定により，議会の議決を経るべき事件の議案について市長から意見を求

められたことによる。 
 以上，よろしくご審議のうえ，ご承認いただきますよう，お願いいたします。 

  
數野委員長   事務局の説明が終わりましたが，議案第２１号につきまして，ご意見，ご質

問がございましたらお願いいたします。 
       何かございますでしょうか。 
 
數野委員長   特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 
 

（異義なしの声） 
 

        それでは，議案第２１号「市議会定例会提出議案（藤沢市公の施設の指定管

理者の指定の手続等に関する条例の一部改正）に同意することについて」は，原

案のとおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

數野委員長  次に，議案第２２号「市議会定例会提出議案（藤沢市八ヶ岳野外体験教室条例

の一部改正）に同意することについて」を上程いたします。 
 
       事務局の説明を求めます。 
 
新井学校教育課長 それでは，議案第２２号「市議会定例会提出議案（藤沢市八ヶ岳野外体験

教室条例の一部改正）に同意することについて」をご説明いたします。今回の大

きな改正点は２つあります。公の施設の管理に関して従来の管理委託制度から指

定管理者制度へ移行すること，指定管理者の行う業務は，宿泊施設の使用許可及

びその取消に関する業務，野外体験教室の施設及び設備の維持管理に関する業務， 
      教育委員会のみの権限に属する事務以外の事務，これは学校利用以外の利用です。

以上３点が，指定管理者に行ってもらうための改正です。もう１つは，３年に１

度の公の施設の利用料金の見直しに伴う改定でございます。本館の大人の利用料

金を施設にかかる物件費，維持管理費を根拠に算定したところ乖離幅が２倍以上

であったことから１．２倍の１，４００円に改訂するものです。その他の利用料

金は現行どおりとするものです。なお条文にはありませんが，指定管理者は公募

とし，指定期間を原則３年としました。詳細に関しましては，指定管理者と教育
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委員会で協定書を結び業務を委託するものです。それでは議案を朗読しご提案い

たします。 
       議案第２２号 市議会定例会提出議案（藤沢市八ヶ岳野外体験教室条例の一部

改正）に同意することについて 
        次のとおり藤沢市八ヶ岳野外体験教室条例の一部改正について市長から意見

を求められたので，本教育委員会は，原案に同意する。 
      ２００４年（平成１６年）１１月１２日提出 

藤沢市教育委員会 教育長 中 村  喬    
提出する議案 別紙のとおりです。 
提案理由 この議案を提出したのは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定により，議会の議決を経るべき事件の議案について市長から意見

を求められたことによる。 以上よろしくご審議のうえ，ご決定くださいますよ

うよろしくお願いします。 
 
數野委員長   ただいま事務局の説明が終わりましたが，議案第２２号につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いいたします。 
       何かございますでしょうか。 
川島委員    第４条等他の条文にも指定管理者の内容か規定されていますが，指定管理者

というものは，客観的に見てどの様な方が対象となって来るのでしょうか。 
新井学校教育課長 藤沢市八ヶ岳野外体験教室は，現在は藤沢市生活経済公社にその管理運営

委託をお願いしておりますが，これを市の出資団体だけでなく市民サービスの向

上や経費の削減等の観点から，広く民間団体，法人及びＮＰＯまでに門戸を広げ

ると言うことでございます。 
 
數野委員長   その他特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 
 

（異義なしの声） 
 

        それでは，議案第２２号「市議会定例会提出議案（藤沢市八ヶ岳野外体験教

室条例の一部改正）に同意することについて」は，原案のとおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

數野委員長  続きまして，議案第２３号「市議会定例会提出議案（藤沢市青少年会館条例の

一部改正）に同意することについて」を上程いたします。 
 
       事務局の説明を求めます。 
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植木生涯学習部参事 それでは，議案第２３号につきましてご説明いたします。今回の条例改

正につきましては，指定管理者制度の導入に伴う改正部分と市の施設の使用料の

有料化の導入に伴う改正部分でございます。内容の部分では，指定管理者制度に

基づくものでは，第３条の規程の部分，第１２条の指定管理者による管理，第１

３条の指定管理者が行う業務，第１４条の指定管理者の指定等の規程でございま

す。また有料化の部分でございますが，第７条の使用料，第８条の使用料の減免，

第９条の既納使用料の不還付並びにこれに伴います別表の部分が，今回条例改正

をいたします主な部分でございます。それでは，議案第２３号 市議会定例会提

出議案（藤沢市青少年会館条例の一部改正）に同意することについてを朗読させ

ていただきます。 次のとおり藤沢市青少年会館条例の一部改正について市長か

ら意見を求められたので，本教育委員会は，原案に同意する。 
      ２００４年（平成１６年）１１月１２日提出 
      藤沢市教育委員会 教育長 中 村  喬    

提出する議案 別紙のとおり 
提案理由 この議案を提出したのは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定により，議会の議決を経るべき事件の議案について市長から意見

を求められたことによる。以上よろしくご審議のうえ，ご決定くださいますよう

よろしくお願いします。 
 
數野委員長   ただいま事務局の説明が終わりましたが，議案第２３号につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いいたします。 
 
       何かございますでしょうか。 
 
平岡委員    無料の施設を有料化すると言うことですが，使用料を見ますと，１時間当た

り１００円とか２００円とか大変安い料金で設定されておりますけれども，

この料金を課すために提出書類や人件費など様々な経費がかかってくると

思います。それをペイして多少利益があがるという見通しがあるのでしょう

か。 
 
植木生涯学習部参事  今回の有料化つきましては，藤沢市行財政改革推進本部の財政部会か

ら３年毎に行われる公共料金の見直しの中で，無料施設の見直しの視点から

有料化がはかられたものです。積算の根拠は，光熱水費，維持補修費などと

なっており，運営上の人件費等までは考慮されておりません。 
數野委員長   その他特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 
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（異義なしの声） 
        それでは，議案第２３号「市議会定例会提出議案（藤沢市青少年会館条例の

一部改正）に同意することについて」は，原案のとおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

數野委員長  続きまして，議案第２４号「市議会定例会提出議案（藤沢市少年の森条例の一

部改正）に同意することについて」を上程いたします。 
 
       事務局の説明を求めます。 
 
植木生涯学習部参事 それでは，議案第２４号につきましてご説明いたします。今回の条例改

正につきましては，指定管理者制度の導入に伴う条例改正でございます。条例改

正は，第３条の規程，第１２条の指定管理者による管理，第１３条の指定管理者

が行う業務，第１４条の指定管理者の指定等の規程でございます。 
それでは，議案第２４号 市議会定例会提出議案（藤沢市少年の森条例一部改

正）に同意することについて朗読させていただきます。 
次のとおり藤沢市少年の森条例の一部改正について市長から意見を求められ

たので，本教育委員会は，原案に同意する。 
      ２００４年（平成１６年）１１月１２日提出 
      藤沢市教育委員会 教育長 中 村  喬    

提出する議案 別紙のとおり 
提案理由 この議案を提出したのは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定により，議会の議決を経るべき事件の議案について市長から意見

を求められたことによる。以上よろしくご審議のうえ，ご決定くださいますよう

よろしくお願いします。 
 
數野委員長   ただいま事務局の説明が終わりましたが，議案第２４号につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いいたします。 
 
       指定管理者にかかわる条例改正ですが，何かございますでしょうか。 
 
數野委員長   その他特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

（異義なしの声） 
        それでは，議案第２４号「市議会定例会提出議案（藤沢市少年の森条例の一

部改正）に同意することについて」は，原案のとおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
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÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
數野委員長  続きまして，議案第２５号「市議会定例会提出議案（藤沢市藤沢市地域子供の

家条例の一部改正）に同意することについて」を上程いたします。 
 
       事務局の説明を求めます。 
 
植木生涯学習部参事 それでは，議案第２５号につきましてご説明いたします。今回の条例改

正につきましては，指定管理者制度の導入に伴う条例改正でございます。条例改

正は，第３条の休館日等，第５条の指定管理者による管理，第６条の指定管理者

が行う業務の規程でございます。 
それでは，議案第２５号 市議会定例会提出議案（藤沢市地域子供の家条例の

一部改正）に同意することについて朗読させていただきます。 
次のとおり藤沢市藤沢市地域子供の家条例の一部改正について市長から意見

を求められたので，本教育委員会は，原案に同意する。 
      ２００４年（平成１６年）１１月１２日提出 
      藤沢市教育委員会 教育長 中 村  喬    

提出する議案 別紙のとおり 
提案理由 この議案を提出したのは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定により，議会の議決を経るべき事件の議案について市長から意見

を求められたことによる。以上よろしくご審議のうえ，ご決定くださいますよう

よろしくお願いします。 
 
數野委員長   ただいま事務局の説明が終わりましたが，議案第２５号につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いいたします。 
 
       何かございますでしょうか。 
 
數野委員長   その他特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 
 

（異義なしの声） 
 

        それでは，議案第２５号「市議会定例会提出議案（藤沢市地域子供の家条例

の一部改正）に同意することについて」は，原案のとおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

數野委員長  続きまして，議案第２６号「市議会定例会提出議案（藤沢市立児童館条例の一

部改正）に同意することについて」を上程いたします。 
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       事務局の説明を求めます。 
 
植木生涯学習部参事 それでは，議案第２６号につきましてご説明いたします。今回の条例改

正につきましては，指定管理者制度の導入に伴う条例改正ならびに現在，今年度

中の完成を目指して工事に入っておりますが，市内で５館目となります藤沢市立

石川児童館の位置づけを条例に加えるものでございます。条例改正は，第２条の

規程，第３条，第９条，第１０条の規程でございます。 
それでは，議案第２６号 市議会定例会提出議案（藤沢市立児童館条例の一部

改正）に同意することについて朗読させていただきます。 
次のとおり藤沢市立児童館条例の一部改正について市長から意見を求められ

たので，本教育委員会は，原案に同意する。 
      ２００４年（平成１６年）１１月１２日提出 
      藤沢市教育委員会 教育長 中 村  喬    

提出する議案 別紙のとおり 
提案理由 この議案を提出したのは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定により，議会の議決を経るべき事件の議案について市長から意見

を求められたことによる。以上よろしくご審議のうえ，ご決定くださいますよう

よろしくお願いします。 
 
數野委員長   ただいま事務局の説明が終わりましたが，議案第２６号につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いいたします。 
 

        指定管理者にかかわる条例改正と５館目となります石川児童館の設置について

ですが，何かございますでしょうか。 
 
數野委員長   その他特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

（異義なしの声） 
        それでは，議案第２６号「市議会定例会提出議案（藤沢市立児童館条例の一

部改正）に同意することについて」は，原案のとおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 

數野委員長  続きまして，議案第２７号「市議会定例会提出議案（藤沢市公民館条例の一部

改正）に同意することについて」を上程いたします。 
 
       事務局の説明を求めます。 
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齋藤生涯学習部参事 それでは，議案第２７号につきましてご説明いたします。今回の条例改

正につきましては，受益と負担の適正化と社会的公平性を確保するため，公民館

使用料を新たに利用者にご負担をいただくために提案するものです。条例改正の

内容といたしましては，使用料の料金表を定めること，使用料の減免規程を設け

ることと使用料の還付規程を設けることでございます。なお，条例の適用につい

ては，平成１７年６月１日以降の使用分について適用するものです。 
以上よろしくご審議のうえ，ご決定くださいますようよろしくお願いします。 

 
數野委員長   ただいま事務局の説明が終わりましたが，議案第２７号につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いいたします。 
 
       何かございますでしょうか。 
川島委員   新たに使用料が設定され，平成１７年６月１日から適用とのことですが，市民

の皆さんにはいつ頃周知をなされるのでしょうか 
齋藤生涯学習部参事 条例の公布日は，平成１７年４月１日で，施行日は，平成１７年６月１

日となっておりますので，来年４月以降すぐに広報ふじさわ等で市民の皆様へ周

知徹底をして行く予定です。 
數野委員長  今までの条例改正と違い，この議案は料金の有料化となっておりますが，周知

期間を置くということで，平成１７年６月１日の施行日となっているのでしょう

か。 
齋藤生涯学習部参事 周知期間を置くということもございますが，公民館の利用については，

公民館予約システムを使い，会議室等の予約や管理を行っております。従いまし

てこのシステムの変更も必要となりますので，期間を設けているものです。 
川島委員   今まで無料であったものが，使用料の有料化となることで，利用者が減少する

のではないかと思います。利用者や料金収入の試算を行ったことと思いますが，

どう変化してゆくのかお聞かせください。 
齋藤生涯学習部参事 利用料金は，別表にお示ししたような安価な金額でございますので，有

料化導入以降の利用状況につきましては，さほど大きな変化がないのではないか

と考えております。また利用料金収入でございますが，概ね年間で，２０００万

円程度を想定しております。 
數野委員長  料金の設定は，光熱水費等などを想定して積算されているのかということと，

有料化ということになると後かたづけや清掃などはどうなるのかお聞きしたい。 
齋藤生涯学習部参事 料金の設定についてですが，物件費，すなわち清掃費や電気，ガスなど

の使用料に加えて，修繕費，例えば窓ガラス破損の際の費用などが積算のベース

になっております。２点目の利用者の管理についてですが，基本的には，従来ど
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おりでございますが，仮にゴミが出た場合は，お持ち帰りいただくことなどは，

利用者にお願いをいたしますが，床の清掃などは，施設管理者側の藤沢市が定期

的に行うことを考えております。 
川島委員   公民館にも，新しい公民館と古い公民館など建設された年度が異なると思いま

すが，料金の設定には，この要素は加味されているのでしょうか。 
齋藤生涯学習部参事 料金の基準の算出ですが，建物の建設費は，料金の算定の基礎としてお

りません。従いまして，１３公民館があり，建設年次のことなる様々な公民館が

ございますが，それに関わらず，一定の部屋の面積であれば，同一の料金設定と

しております。 
川島委員   社会的な状況を考えますと，新しい建物は料金体系が高く設定されているのが

一般的ですが，公共施設として均一料金で良いのかどうかお聞きしたい。 
齋藤生涯学習部参事 料金の算定にあたっては，藤沢市行財政改革推進本部の財政部会で料金

の算出基準が示されておりますので，その基準に従って算定いたしました。また，

１３公民館は，インターネットを利用して，どこの公民館も施設利用の予約がで

きるように配慮もいたしております。市民の方々が利用する公共施設であります

ので，料金に差を設けるのはどうかということもあり均一の料金とさせていただ

いたものです。 
數野委員長   その他特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

（異義なしの声） 
        それでは，議案第２７号「市議会定例会提出議案（藤沢市公民館条例の一部

改正）に同意することについて」は，原案のとおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 
議案第２８号「市議会定例会提出議案（藤沢市学習文化センター条例の一部改正）に同意する

ことについて」を上程いたします。 
 
  事務局の説明を求めます。 
 

齋藤生涯学習部参事 それでは，議案第２８号につきましてご説明いたします。今回の条例改

正につきましては，料金表を設けること，使用料の減免規程と還付規程を設ける

ことが主な改正点です。また，附則ですが，来年の４月１日以降，使用許可をし

たものについて料金表に記載いたしました金額を使用者にご負担いただくもの 
ございます。以上よろしくご審議のうえ，ご決定くださいますようよろしくお願

いします。 
 

數野委員長   ただいま事務局の説明が終わりましたが，議案第２７号につきまして，ご意
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見，ご質問がございましたらお願いいたします。 
 
       何かございますでしょうか。 
 
數野委員長   それでは，私から，質問をさせていただきますが，別表を見ますと，午前，

午後，夜間の料金も概ね同じ金額体系となっていますが，夜間については光熱水

費などを考慮して少し高めの金額設定にしないのでしょうか。 
齋藤生涯学習部参事 算出の方法といたしまして，平成１５年度決算額の物件費と維持補修費

を算出の基準とすることとなっております。委員長ご指摘のように，夜間利用で

は光熱水費が若干かかるかと思いますが，年間を通しての全体での費用をそれぞ

れ要開館日に着目して算出することとなっています。従いまして季節や時間帯を

考慮せず算定いたしております。 
數野委員長   その他特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

 
（異義なしの声） 

        それでは，議案第２８号「市議会定例会提出議案（藤沢市学習文化センター

条例の一部改正）に同意することについて」は，原案のとおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 
議案第２９号「市議会定例会提出議案（藤沢市図書館に関する条例の一部改正）に同意するこ

とについて」を上程いたします。 
 
  事務局の説明を求めます。 
 

武生涯学習部参事 それでは，議案第２９号につきましてご説明いたします。今回の条例改正

につきましては，公民館等と同様に，利用料金の有料化に伴い，図書館の会議室

等に料金を設定し，その使用の許可条件，取消，使用料の減免等の規程を設ける

ものでございます。なお，この条例は，来年の６月１日から施行するものです。 
以上よろしくご審議のうえ，ご決定くださいますようよろしくお願いします。 

 
數野委員長   ただいま事務局の説明が終わりましたが，議案第２８号につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いいたします。 
 
       何かございますでしょうか。 
 
川島委員    別表にあります録音室，多目的室は，どの様な目的で市民の皆様が利用され
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ているのでしょうか。 
武生涯学習部参事 まず録音室でございますが，辻堂市民図書館と大庭市民図書館にございま

して，主に藤沢市録音奉仕会の方々が利用されており，視覚障害をお持ちの方々

のために本を朗読しテープを作成しております。多目的室は，部屋にじゅうたん

が敷いてあり，主に子どものための読み聞かせやお話しの会などに利用されてい

ます。 
平岡委員     学習文化センターの場合には，午前９時から正午までと午後１時から５時

までがいくらと金額が定められていますが，図書館の場合には，１時間当たりの

金額設定になっています。料金の設定方法が異なりますが，その理由をお聞かせ

ください。 
齋藤生涯学習部参事 学習文化センターの場合は，登録された団体のみが使用できることにな

っています。設置条例で，全市的な団体が登録して利用する施設となっておりま

すので，午前，午後，夜間の区分に規程をしております。 
 
數野委員長   その他特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

 
（異義なしの声） 

 
        それでは，議案第２９号「市議会定例会提出議案（藤沢市図書館に関する条

例の一部改正）に同意することについて」は，原案のとおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 
議案第３０号「市議会定例会提出議案（藤沢市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例の一

部改正）に同意することについて」を上程いたします。 
 
  事務局の説明を求めます。 
 

田中生涯学習部参事 それでは，議案第３０号につきましてご説明いたします。今回の条例改

正につきましては，３年毎の使用料の見直しを行ったことが主なるものです。特

に別表ですが，今までは小学生又は中学生の使用料を設けておりませんでしたが，

今回，新たに設定をいたしました。小学生又は中学生の使用料につきましては，

従前の金額の使用料とし，一般の使用料と差を設けたものでございます。この条

例の一部改正を提案いたしました理由ですが，受益と負担の適正化を図り，もっ

て社会的公平性を確保するため，その額を改定する必要によるものでございます。 
以上よろしくご審議のうえ，ご決定くださいますようよろしくお願いします。 
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數野委員長   ただいま事務局の説明が終わりましたが，議案第３０号につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いいたします。 
 
       何かございますでしょうか。 
 
川島委員    別表にありますように照明設備Ａ，B がありますが，どの位照度が異なるの

でしょうか。それから各学校では，照明灯が何本ずつ設置されているのでしょう

か。 
田中生涯学習部参事 照明設備は，４校にありますが，全部の照明をつけた場合，平均では，

３３６ルクスあります。照明設備Ａの場合は，６８から７８灯を点灯します。照

明設備Ｂ，これはサッカーで利用する際の照度で，少し暗くなりますが，４０か

ら４８灯を点灯します。４校，いずれの学校も照明灯は５基ございます。 
數野委員長   各学校の利用ができる期間や利用状況や利用時間をお聞きしたい。 
田中生涯学習部参事 平成１５年度の実績でございますが，藤ヶ岡中学校，明治小学校，長後

中学校，御所見中学校の４校に夜間照明設備が設置されております。明治小学校

と御所見中学校は，毎週金曜日以外は利用ができます。長後中学校と藤ヶ岡中学

校は，毎週月曜日以外が利用可能となっています。また年間では，９か月が利用

可能で，１２月から２月の３か月間は，グランドに霜柱等が立ちますので，休業

としています。年間９か月の中で４校合計での利用人数は，野球３，８８７人，

ソフトボール２３５人，サッカー８，８０８人で合計１２，９３０人です。各学

校での利用時間ですが，明治小学校では，野球４７時間，サッカー２８０時間，

御所見中学校は，野球１６２時間，サッカー１１６時間，長後中学校は，野球５

３時間，サッカー２６０時間，藤ヶ岡中学校は，野球１４５時間，サッカー１３

４時間となっています。最後に利用できる時間ですが，各学校とも１９時から２

１時までの２時間です。 
 
數野委員長   その他特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

 
（異義なしの声） 

        それでは，議案第３０号「市議会定例会提出議案（藤沢市立学校屋外運動場

夜間照明設備使用料条例の一部改正）に同意することについて」は，原案のとお

り決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

 
議案第３１号「市議会定例会提出議案（平成１６年度藤沢市一般会計補正予算（第３号））に同

意することについて」を上程いたします。 
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  事務局の説明を求めます。 
 

齋藤生涯学習部参事 それでは，議案第３１号につきましてご説明いたします。今回の補正予

算の内容でございますが，１１款教育費，６項社会教育費，３目公民館費，１３

節の委託料で，補正予算の金額は，７，７４９千円でございます。補正予算の内

訳は，先程も公民館条例の一部改正でご説明したとおり，公民館申請システムの

修正に伴う費用です。現在，公民館の利用は無料ですが，有料化に伴い，システ

ムから領収証の打ち出しや歳入情報のデータベース化，減額及び免除の取り扱い，

インターネット申請時の使用料金表示，統計資料の出力などでございます。 
以上よろしくご審議のうえ，ご決定くださいますようよろしくお願いします。 

 
數野委員長   ただいま事務局の説明が終わりましたが，議案第３１号につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いいたします。 
平岡委員    ７，７４９千円の補正予算を組み，公民館システムの修正を行うとの事です

が，これは有料化により，料金を徴収し，補正予算額がペイされるのには何年く

らいかかりますでしょうか。 
齋藤生涯学習部参事 およそ歳入といたしましては，２千数百万円を見込んでおります。今回

の補正予算は，システムの有料化に伴う初期投資です。平成１６年度中にシステ

ムの修正を行いますので，平成１７年度以降は，初期投資の部分では費用が発生

しません。しかし，ランニングコスト，維持管理費，その他システムにかかわら

ない費用も発生いたしますので，現在，財政課と調整をしております。 
數野委員長  このシステム修正は，有料化に伴うソフトウエアの修正かと思いますが，      

ハードウエア機器の更新期間はどの位で，機器を更新した際には，このソフトウ

エアはそのまま使用できるのでしょうか。 
齋藤生涯学習部参事 ハードウエア機器については，５年間のリース契約を結んでおりまして，

年間の費用は４４８万円となります。新たに機器を更新しても，ソフトウエアは

そのまま利用できます。 
 
數野委員長   その他特にありませんので，原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

 
（異義なしの声） 

 
        それでは，議案第３１号「市議会定例会提出議案（平成１６年度藤沢市一般

会計補正予算（第３号））に同意することについて」は，原案のとおり決定いた

します。 
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數野委員長  以上で，本日，予定しておりました審議する案件はすべて終了いたしまし

た。お疲れさまでございました。 
午後７時 終了 
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この会議の結果を記載し，相違ないことを確認する。 
 
   藤沢市教育委員会委員長 
 
   藤沢市教育委員会委員 
 
   藤沢市教育委員会委員 


